
 

「「「「箕面都市開発箕面都市開発箕面都市開発箕面都市開発（（（（株株株株）」）」）」）」のののの特定調停特定調停特定調停特定調停にかかるにかかるにかかるにかかる「「「「調停案調停案調停案調停案」」」」についてについてについてについて    

平成２２年（２０１０年）１１月２６日 

箕面市の出資法人（第３セクター）「箕面都市開発（株）」が、平成２２年９月１７

日に申し立てた特定調停（※）について、１１月１９日、第５回調停において大阪地方

裁判所調停委員会から「調停案」が提示されました。 

本日、この調停案の受諾について、平成２２年第４回市議会定例会に議案を提出し

ました。 

（※）特定調停＝「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基    

づく調停 

【特定調停の経過】 

○ 調停期日 

・ ９月１７日 箕面都市開発（株）が大阪地方裁判所に特定調停申立 

・ ９月２４日 第１回調停期日 

・１０月２２日 第２回調停期日 

・１０月２９日 第３回調停期日 

・１１月１１日 第４回調停期日 

・１１月１９日 第５回調停期日（裁判所から「調停案」が提示） 

○ 主張書面等 

・上記５回の調停期日と並行して、１２回の答弁書・意見書・主張書面により双

方の意見を主張（事業計画概要説明書や上申書などを含めると合計２２回） 

【調停案の概要】 

  ①市に対する会社の債務額は、９７６，３６９，１４２円。 

  ②会社の債務超過相当額は、約５億４千万円。 

③本市と会社との間で、５億２千万円の債権を株式化（取得請求権付株式（※））  

する。（債務超過相当額を３ヵ年で解消） 

④会社は、残りの債務額約４億５千万円を平成４１年度までに本市に返済する。 

（※）取得請求権付株式＝株主が会社に対して株式の買い取りを請求すること 

ができる株式 

【調停案受け入れ判断のポイント】 

  ①会社の破綻による箕面駅周辺地区等への影響（参考資料７頁） 

  ②破産よりも、債権の株式化の方が回収額が大きいこと（参考資料８頁） 

  ③返済期間の短縮や株式の種類（取得請求権付株式）など弁済計画の妥当性（参 

考資料９頁） 

【市議会へ提案】 

本日、この調停案の受諾について、平成２２年第４回市議会定例会に議案を提出

しました。なお、次回の第６回調停期日は、平成２３年１月７日の予定です。 
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